
阿賀野市教育委員会告示第９号 

 阿賀野市児童生徒ボランティア活動補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のよ

うに定める。 

  令和３年５月２６日 

                       阿賀野市教育委員会 

教育長 神 田 武 司   

 

阿賀野市児童生徒ボランティア活動補助金交付要綱 

 阿賀野市児童生徒ボランティア活動補助金交付要綱（平成２９年阿賀野市教育委員会

告示第１０号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項中「、各学校における各種大会等参加経費前年度実績の４分の１を上限

とし」を「、阿賀野市児童生徒各種大会参加費補助金要綱（平成１８年２月１日教育委

員会告示第２号）に定める交付対象経費の４分の１を上限とし」に改め、同条第２項を

削る。 

附 則 

 この告示は、令和３年５月２６日から施行し、改正後の阿賀野市児童生徒ボランティ

ア活動補助金交付要綱の規定は、令和３年４月１日から適用する。 
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